
川崎市上下水道局渇水対策本部設置要綱 

（昭和６２年６月２９日６２川水総庶第１９９号） 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市の主たる水源である相模川及び酒匂川水系において

、渇水の長期化が予想され、かつ渇水が進行して、需要者に及ぼす影響が大

きいと予測される場合には上下水道局に渇水対策本部（以下「本部」という

。）を設置し、円滑な渇水対策を実施することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

（本部の設置時期） 

第２条 本部を設置する時期は、前条に定める水源を共有する関係水道事業体

の動向を勘案して、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が決定

する。 

（組織等） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、管理者をもって充てる。 

３ 副本部長は、担当理事、経営戦略・危機管理室長、総務部長、サービス推

進部長、水道部長及び水管理センター所長をもって充てる。 

４ 本部員は、総務部担当部長（財務担当）、下水道部長及び下水道部担当部

長（下水道施設担当）をもって充てる。 

５ 本部長は、本部の事務を統括し、副本部長及び本部員並びにその他の職員

を指揮監督する。 

６ 副本部長は、本部長の命を受け、相互に必要な協力体制を組み、別表に定

める分担業務を掌理するとともに、本部長に事故あるときは、本部長があら

かじめ指名する副本部長がその職務を代理する。 

（本部会議）  



第４条 本部に本部会議を置き、本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名したものをもっ

て構成し、渇水対策について必要な事項を審議する。 

３ 本部会議の事務局は、経営戦略・危機管理室が担当する。 

（本部を設置しない場合の措置） 

第５条 第１条及び第２条の規定により本部を設置するまでの間、管理者は、

この要綱を準用し、会議を開催し、諸対策を講ずることができる。なお、本

部を設置するまでに至らなかった場合においても同様とする。 

２ 前項に規定する会議等の事務局は、水運用センターが担当し、その結果は

、逐一経営戦略・危機管理室に書面をもって報告するものとする。 

（その他必要事項）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、川崎市上下水道局事務

分掌規程（昭和５６年水道局規程第９号）等の定めるところによる。 

附 則 

この要綱は、昭和６２年６月２９日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３１日９川水総庶第３１５号） 

この改正要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日１１川水総庶第２８６号） 

この改正要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日１３川水総庶第４１９号） 

この改正要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３１日１４川水総庶第３７０号） 

この改正要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日１６川水総庶第５７９号） 

この改正要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 



附 則（平成１９年３月２９日１８川水総庶第６４９号） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日２０川水総総第２２１６号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



別表（第３条関係） 

渇水対策本部の構成と分担業務 

本 部 長 

（管理者） 

     本部会議 

   ※ 副本部長がそれぞれ掌握する分担業務は、川崎市上下水道局事務分掌規程等に定める各部（部に相当するセンター、所及び場を含む。）の課、

センター、所及び場が当たる。

本部長、副本部長、本部員及び本部長が指

名した者をもって構成 

○事務局 ― 経営戦略・危機管理室 

１ 関係水道事業体との連絡調整（主として管理者会議関係） ２ 

議会対策  ３ 報道機関への情報提供  ４ その他必要な事項

１ 節水及び給水制限等に関する広報立案 ２ 断減水等に伴う情報

の収集とその対応 ３ 指定給水装置工事事業者への協力要請  ４ 

その他必要な事項 

１ 弁類の開閉作業 ２ 漏水修理態勢の強化 ３ 工業用水使用者

への節水指導及び規制 ４ 給水制限実施方法の立案 ５ 節水及び

給水制限等に関する広報活動 ６ 応急給水に関する対応 ７ 関係

水道事業体との連絡調整 ８ その他必要な事項 

副本部長 

（総務部長） 

副本部長 

（サービス推進

部長） 

副本部長 

（水道部長） 

副本部長 

（水管理 

センター 

所長） 

１ 水源地域の監視強化 ２ 気象及び降雨状況の把握 ３ 水質の

監視強化 ４ 自己水源水量の確保 ５ 取水量、配水量及び水圧の

調整 ６ 関係水道事業体との連絡調整 ７ その他必要な事項 

副本部長 

（担当理事） 

副本部長 

（経営戦略

・危機管理

室長）

１ 総合的情報の収集 ２ 各部間の連絡調整  ３ その他必要な

事項     


